
■
助
成
対
象　

　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
購
入
時
に
町

内
に
住
所
を
有
し
、
か
つ
6
歳
未
満

の
子
ど
も
を
養
育
し
て
い
る
保
護
者

■
対
象
物　

　

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
、
ベ
ビ
ー

シ
ー
ト
、
ジ
ュ
ニ
ア
シ
ー
ト

■
助
成
額

　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を
使
用
す
る

こ
と
と
な
る
6
歳
未
満
の
子
ど
も
に

対
し
、
1
台
限
り
で
消
費
税
相
当
額

を
除
い
た
本
体
価
格

※�

た
だ
し
、
１
万
円
を
超
え
る
場
合

は
１
万
円
と
な
り
ま
す
。

■
必
要
書
類

・�

申
請
書
（
総
務
課
自
治
振
興
係
窓

口
お
よ
び
町
ホ
ー
ム
ペ
ー
ジ
で
取

得
で
き
ま
す
）

・
領
収
書
の
写
し

・�

安
全
基
準
に
適
合
し
て
い
る
こ
と

が
分
か
る
も
の
の
写
し（
商
品
の
取

り
扱
い
説
明
書
や
証
明
書
な
ど
）

・�

振
込
先
金
融
機
関
の
口
座
番
号
が

分
か
る
も
の
の
写
し（
通
帳
な
ど
）

■
申
請
方
法

・�

窓
口
申
請
の
場
合
は
、
総
務
課
自

治
振
興
係
窓
口
ま
で
お
越
し
く
だ

さ
い
。

・�

郵
送
申
請
の
場
合
は
、必
要
書
類
を

総
務
課
自
治
振
興
係
（
〒
2
8
9

－
1
6
9
2�

芝
山
町
小
池
9
9
2
）

ま
で
ご
郵
送
く
だ
さ
い
。

　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
取
り
扱
い

説
明
書
な
ど
に
従
っ
て
、
正
し
く
使

用
す
る
こ
と
で
事
故
の
被
害
を
軽
減

す
る
ほ
か
、
子
ど
も
に
よ
る
運
転
操

作
を
防
止
で
き
ま
す
。

　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
使
用
時
は
次

の
ポ
イ
ン
ト
を
確
認
し
ま
し
ょ
う
。

・�

子
ど
も
の
成
長
に
合
わ
せ
、
体
格

に
合
う
も
の
を
使
用
す
る
。

・�

な
る
べ
く
後
部
座
席
で
使
用
す
る
。

・
座
席
に
確
実
に
固
定
す
る
。

　
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
助
成

年
　
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
は
、
本
人

確
認
の
た
め
の
公
的
な
証
明
書
と
し

て
使
え
る
ほ
か
、
コ
ン
ビ
ニ
エ
ン
ス

ス
ト
ア
で
各
種
証
明
書
を
取
得
で
き

る
と
て
も
便
利
な
カ
ー
ド
で
す
。
こ

の
機
会
に
ぜ
ひ
取
得
し
ま
し
ょ
う
。

　
な
お
、
平
日
夜
間
・
休
日
窓
口
は

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
防
止
の

た
め
完
全
予
約
制
と
な
っ
て
お
り
ま

す
の
で
、
ご
希
望
の
方
は
必
ず
事
前

に
ご
予
約
を
お
願
い
し
ま
す
。

■
内
容　

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
書
の

発
行
お
よ
び
申
請
受
付

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
交
付

■
開
設
日　
6
月
9
日
㈭
、
21
日
㈫

■
時
間　
午
後
5
時
15
分
～
7
時

■
内
容

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
書
の

発
行
お
よ
び
申
請
受
付

・�

マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
申
請
サ

ポ
ー
ト
（
写
真
撮
影
、
オ
ン
ラ
イ

ン
申
請
の
補
助
）

■
開
設
日　
6
月
26
日
㈰

■
時
間　
午
前
10
時
～
午
後
3
時

■
予
約
窓
口　
町
民
税
務
課
戸
籍
係

　
（
平
日
午
前
8
時
30
分
～
午
後
5
時
）

■
注
意
事
項

　
申
請
か
ら
交
付
ま
で
は
お
お
む
ね

3
週
間
ほ
ど
か
か
り
ま
す
。

便利
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド

平
日
夜
間・休
日
窓
口
を
開
設
し
ま
す

　
学
校
や
仕
事
の
都
合
で
、
平
日
の
マ
イ
ナ
ン
バ
ー
カ
ー
ド
の
手
続
き
が

困
難
な
方
の
た
め
に
、
次
の
日
程
で
平
日
夜
間
窓
口
お
よ
び
休
日
窓
口
を

開
設
し
ま
す
。

町
民
税
務
課 

戸
籍
係 

☎
77
‐
３
９
１
1

問

　
そ
の
他

　
休
日
窓
口

　
平
日
夜
間
窓
口

▲MTBスキルパークオープンイベント（4月23日）

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の
購
入

助
成
金
を
交
付
し
ま
す

　
6
歳
未
満
の
子
ど
も
を
車
に
乗
せ
る
場
合
は
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
を

正
し
く
使
用
す
る
こ
と
が
必
要
で
す
。
町
で
は
、
チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
な

ど
を
購
入
す
る
際
に
助
成
金
を
交
付
し
て
い
ま
す
。

総
務
課 

自
治
振
興
係 

☎
77
‐
３
９
０
３

問　

 

チ
ャ
イ
ル
ド
シ
ー
ト
の

　
正
し
い
使
用
方
法

助成
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■
対
象
と
な
る
学
生

　

学
校
教
育
法
に
規
定
す
る
大
学

（
大
学
院
）、
短
期
大
学
、
高
等
学

校
、
高
等
専
門
学
校
、
専
修
学
校
、

各
種
学
校
（
修
業
年
限
１
年
以
上
で

あ
る
課
程
）
に
在
学
す
る
20
歳
以
上

の
学
生
な
ど
で
、
本
人
の
前
年
所
得

が
１
１
８
万
円
＋
（
扶
養
親
族
な
ど

の
数
×
38
万
円
）
以
下
の
方

■
申
請
方
法

　
町
民
税
務
課
国
保
年
金
係
へ
申
請

書
を
提
出
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

申
請
書
は
、
町
民
税
務
課
国
保
年

金
係
窓
口
で
取
得
い
た
だ
け
ま
す
。

■
申
請
に
必
要
な
も
の

・�

基
礎
年
金
番
号
ま
た
は
個
人
番
号

が
分
か
る
も
の

・�

在
学
証
明
書
の
原
本
ま
た
は
学
生

証
（
両
面
）
の
写
し

■
昨
年
度
に
引
き
続
き
学
生
の
方

　
学
生
納
付
特
例
制
度
に
よ
り
、
令

和
３
年
度
に
保
険
料
納
付
を
猶
予
さ

れ
て
い
る
方
で
、
令
和
４
年
度
も
引

き
続
き
在
学
予
定
の
方
に
は
、
３
月

末
日
に
日
本
年
金
機
構
よ
り
は
が
き

形
式
の
学
生
納
付
特
例
申
請
書
が
送

付
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

同
一
の
学
校
に
在
学
さ
れ
る
方

は
、
送
付
さ
れ
た
は
が
き
に
必
要
事

項
を
記
入
し
返
送
す
る
こ
と
で
、

令
和
４
年
度
の
申
請
が
で
き
ま
す
。

（
こ
の
場
合
、
在
学
証
明
書
や
学
生

証
の
写
し
の
添
付
は
不
要
で
す
）

　
な
お
、
令
和
４
年
度
は
学
生
納
付

特
例
制
度
を
利
用
せ
ず
に
、
保
険
料

の
納
付
を
希
望
さ
れ
る
場
合
に
つ
い

て
は
、
納
付
書
を
送
付
し
ま
す
の
で

千
葉
年
金
事
務
所
ま
で
ご
連
絡
く
だ

さ
い
。
（
千
葉
年
金
事
務
所　
☎
0

4
３

－

2
4
2

－

6
3
2
0
）

年金
学
生
納
付
特
例
制
度

納
付
が
猶
予
さ
れ
ま
す

　
国
民
年
金
は
、
20
歳
以
上
で
あ
れ
ば
学
生
も
加
入
し
な
け
れ
ば
な
り
ま

せ
ん
が
、
本
人
の
所
得
が
一
定
額
以
下
の
場
合
、
国
民
年
金
保
険
料
の
納

付
が
猶
予
さ
れ
る
「
学
生
納
付
特
例
制
度
」
が
あ
り
ま
す
。

年
　
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
受
け
た

傷
病
の
医
療
費
は
、
原
則
と
し
て
加

害
者
が
全
額
負
担
す
べ
き
も
の
で
す
。

　
届
け
出
を
行
い
、
保
険
証
を
使
っ

て
治
療
を
受
け
る
と
、
国
保
は
加
入

者
の
医
療
費
を
一
時
的
に
立
て
替
え
、

後
か
ら
加
害
者
に
請
求
し
ま
す
。

■
国
保
を
使
用
で
き
な
い
場
合

・
労
災
対
象
の
事
故

・
犯
罪
行
為

・�

飲
酒
運
転
や
無
免
許
運
転
な
ど
の

法
律
違
反
で
の
事
故

・
け
ん
か
に
よ
る
け
が

■
届
け
出
が
必
要
で
す

　
第
三
者
か
ら
の
傷
病
を
受
け
た
場

合
は
「
第
三
者
行
為
に
よ
る
傷
病

届
」
の
提
出
が
必
要
で
す
。
町
民
税

務
課
国
保
年
金
係
へ
速
や
か
に
連
絡

し
、
必
ず
届
け
出
を
し
て
く
だ
さ
い
。

※�

届
け
出
の
前
に
加
害
者
か
ら
治
療

費
を
受
け
取
っ
た
り
、
示
談
を
済

ま
せ
た
り
す
る
と
、
国
保
が
使
え

な
く
な
り
ま
す
の
で
、
示
談
を
結

ぶ
前
に
必
ず
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

国保
国
民
健
康
保
険

被
害
を
受
け
た
ら
必
ず
届
け
出
を

　
交
通
事
故
や
傷
害
事
件
な
ど
、
第
三
者
の
行
為
に
よ
っ
て
傷
病
を
受
け

た
場
合
で
も
、
届
け
出
を
行
う
こ
と
に
よ
り
国
保
加
入
者
は
保
険
証
を

使
っ
て
治
療
を
受
け
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
３

問

町
民
税
務
課 

国
保
年
金
係 

☎
77
‐
３
９
１
2

問

結婚50周年
夫婦記念品贈呈事業

　例年「老人福祉週間」行事の一
つとして、結婚50周年を迎える
ご夫婦に対し、芝山町から記念品
を贈呈しています。
　下記に該当する方は住所、夫婦
の氏名、結婚年月日を芝山町社会
福祉協議会へご連絡ください。

■対象者
・�昭和47年９月１日～昭和48年
８月31日の間に結婚し、夫婦
ともに健在である方
・�以前の調査の際に漏れた方、申
請をしなかった方で、夫婦とも
に健在である方
■調査締切り　６月30日㈭

芝山町社会福祉協議会 
☎ 78‐0850

問
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